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埼 玉 県 の 植 生 帯
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埼玉県レッドリスト 2011　掲載種数一覧
　　

　　　
分類群

カテゴリー

維管束植物

蘚
苔
類

藻
　
類

地
衣
類

菌
　
類

合計シ
ダ
類

種子植物

合計裸子

植物

被子植物

離弁

花類

合弁

花類
単子葉類

（ラン科を除く）
ラン科

絶　　滅（EX)
5 11 15 9 9 49 1 50

5 1 7 1 3 17 5 22

野生絶滅（EW）
1 1 1 3 3

2 2 4 4

絶滅危惧Ⅰ類

（CE）

51 28 17 96

47 6 14 67

絶滅危惧ⅠA類

（CR）

16 3 41 39 15 19 133 133

37 3 49 45 20 30 184 19 7 210

絶滅危惧ⅠB類

（EN）

37 65 55 39 14 210 1 211

22 3 53 54 56 17 205 2 207

絶滅危惧Ⅱ類

（VU）

28 2 48 41 33 13 165 52 1 23 15 256

23 1 67 49 42 14 196 45 21 23 285

準絶滅危惧

（NT）

21 2 43 44 47 10 167 1 29 23 220

13 3 39 39 11 3 108 6 1 30 31 176

情報不足（DD）
6 6 5 9 11 37 11 14 62

5 19 17 7 6 54 9 63

地域個体群

（LP） 1 1 1

合　　　　計
113 7 215 200 152 77 764 114 31 69 53 1,031

106 10 230 213 137 73 769 107 31 65 63 1,035

※表中、各カテゴリー下欄は、埼玉県レッドリスト 2005 の数種である。

※分類群により絶滅危惧Ⅰ類を CR または EN に区別しない場合は、CE（従来 CR+EN と表記）とした。
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埼玉県全県評価カテゴリー区分別種数

絶滅
EX

野生絶滅
EW

絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類

VU

準絶滅危惧 情報不足
DD

絶滅のおそれのある
地域個体群

LP

地帯別危惧

RT
計

CR+EM （IA類）CR（IB類）EN CR+EN
1）

NT NT1 NT2 NT1,2
2）

哺乳類 3 0 3 0 3 0 8 9 6 2 1 1 0 15 39

鳥類 5 0 25 14 12 0 25 20 9 11 0 9 4 21 104
3）

　繁殖鳥 3 0 16 9 7 0 11 12 6 6 0 9 4 18 73

　越冬鳥 2 0 12 5 7 0 16 10 3 7 0 1 0 3 44

爬虫類 0 0 0 0 0 0 3 5 0 3 2 0 0 4 12

両生類 0 0 1 1 0 0 3 5 3 2 0 1 1 3 14

魚類・円口類 3 1 6 2 4 0 5 10 2 8 0 9 0 0 34

昆虫類 28 0 80 33 31 16 57 262 147 115 0 18 30 3 478

　チョウ目 14 0 9 3 1 5 10 40 24 16 0 1 4 3 81

　ハチ目 4 0 24 11 13 0 11 18 6 12 0 0 5 0 62

　ハエ目 0 0 0 0 0 0 0 49 27 22 0 0 0 0 49

　コウチュウ目 5 0 20 9 10 1 16 74 41 33 0 7 6 0 128

　トビケラ目 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 0 0 0 0 5

　シリアゲムシ目 0 0 0 0 0 0 1 6 0 6 0 0 1 0 8

　ヘビトンボ目 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 3

　アミメカゲロウ目 0 0 1 1 0 0 1 4 2 2 0 0 0 0 6

　ラクダムシ目 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2

　カメムシ目 0 0 8 7 1 0 6 28 24 4 0 3 0 0 45

　バッタ目 0 0 5 0 5 0 2 11 6 5 0 2 11 0 31

　ナナフシ目 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 3

　ハサミムシ目 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 4

　カマキリ目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

　ガロアムシ目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

　カワゲラ目 0 0 0 0 0 0 2 4 1 3 0 0 0 0 6

　トンボ目 4 0 12 2 0 10 5 17 10 7 0 1 0 0 39

　カゲロウ目 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4

クモ類 0 0 4 1 3 0 1 9 5 4 0 5 2 0 21

甲殻類 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 3 6

多足類 0 0 9 4 5 0 0 11 11 0 0 9 0 0 29

軟体動物 5 0 13 2 11 0 17 8 0 8 0 0 4 0 47

扁形動物 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 3

計 44 1 141 57 69 16 120 341 184 154 3 53 43 49 787

1）：絶滅危惧Ⅰ類について、Ⅰ A類およびⅠ B類を区分する根拠となるデータがない場合は、特に区別せず、CR+EN と記した。

2）：準絶滅危惧の評価を受けるもののうち、NT1 と NT2 の両要素を有するものを NT1,2 とした。

3）：鳥類は、繁殖鳥と越冬鳥で重複する種があるため、掲載種数の計は繁殖鳥と越冬鳥の単純な和より少ない。
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（７）外来生物

本県で確認された外来生物のうち注視する特定外来生物として、哺乳類ではアライ

グマ、鳥類ではガビチョウ、ソウシチョウ、魚類ではオオクチバス、コクチバス、ブ

ルーギル、爬虫類ではカミツキガメ等が挙げられます。また、新しく確認されたもの

では、セアカゴケグモやクビアカツヤカミキリが挙げられます。アライグマやカミツ

キガメは飼い主の飼育放棄で野外に放たれたペットが野生化したもので、自然繁殖に

よる個体数の増加が問題視されています。

特にアライグマは、東松山市を中心とした比企地域に多く、隣接する地域から県内

全域へ急速に分布域が拡大しています。生息数の多い地域では、在来の両生類や爬虫

類の生息に大きな影響を及ぼしているおそれがあります。また、農作物の食害や民家

の天井裏での糞尿被害など、人間の生活にも影響を及ぼすとともに、人獣共通感染症

を媒介する危険性も懸念されています。アライグマの県内の捕獲頭数は、 （平成

）年度の 頭を皮切りに （平成 ）年度以降急激に増加し、 （平成 ）

年度は年間 頭と増大しています。

植物では、特定外来生物 種のうち県内で生育が確認されているのは 種（ミズ

ヒマワリ、アレチウリ、オオフサモ、オオカワヂシャ、オオキンケイギク、オオハン

ゴンソウ、ボタンウキクサ、ナルトサワギク）です。オオキンケイギクのように園芸

種由来のものについては非常に強い繁殖力が問題視されています。アレチウリとオオ

カワヂシャは、すでに全県的な駆除は不可能な状況にまで分布が拡大しています。河

川や水路では、ミズヒマワリとオオフサモが急速に広がり、流水の阻害が懸念されて

います。

環境省及び農林水産省が作成する「生態系被害防止外来種リスト」に選定されてい

る植物 種のうち 種が県内で確認されており、県内に広く分布している種とし

ては、シナダレスズメガヤ、オオブタクサ、セイタカアワダチソウ、オオオナモミ、

などがあります。
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を生産するだけではなく、その生産活動を通じ、県土の保全、水源涵養、生物多様性

の保全等の調整サービスや、良好な景観形成、文化の継承といった文化的サービスを

もたらすなど、多面的機能を発揮しています。

 里地里山とは

里山という言葉は古くから使われてき

た言葉ですが、近代的な「里山」の概念を

初めに提唱したのは森林生態学者の四手

井綱英（しでい つなひで）です。四手井

は、 （昭和 ）年代前半に、奥山

に対し人の住む里（集落）の近くにあり、

人が管理する農用林を里山と呼ぼうと提

案し、この定義が広く使われるようになり

ました。また、農用林だけではなく、隣接した水田や畑地、用水、ため池、草地、集落等を含め

た景観を一体として里地里山と呼んでいます。里地里山は、燃料革命以前は、薪や炭等の燃料の

供給源として、また、堆肥づくり、キノコや山菜等の採取場所として、食糧生産の場として重要

な価値を持ち、地域環境の形成やそこに暮らす人々の生活を支えてきました。里地里山は、人間

の管理を受け、人と深く関わり合いながら形成されてきた二次的自然環境であり、伝統的な文化

を形成する基盤としての役割を果たしてきました。

（３）市街地

本県では、人口の急増に伴い森林及び農用地が減少し宅地が増加するなど急速な都

市化が進み、多くの自然環境が失われました。

市街地にある公園緑地や小規模の樹林地等の緑地は、野生生物が生息しやすい環境

をもたらし生物多様性を創出しているということで注目されています。その他に、市

街地の緑地は避難場所として防災に寄与したり、緑と人々がふれあうことで心の癒し

効果をもたらしたり、新たな緑の機能も注目されるようになりました。

このようなことから、都市計画の中で公園緑地や樹林地の保全を図り、環境に配慮

した工事を行う事例が増えています。これらは、市街地における野生生物の生息地の

回復に貢献しています。

しかし、野生鳥獣にとって都市地域は食物

資源が豊富で天敵がいないため、本来の生息

地である里地里山から市街地へと行動範囲

が広がり、人間の生活に被害が生じています。

アライグマやハクビシンの家屋侵入、ニホン

ジカ、イノシシ、ニホンザル等の住宅街の出

没、ムクドリやヒヨドリによるフン害等、野

生鳥獣に関する様々な事例が発生していま

す。

里地・里山的環境
（小川町の里地・里山）

都市部のハクビシン

　里地里山とは

　里山という言葉は古くから使われてきた

言葉ですが、近代的な「里山」の概念を初

めに提唱したのは森林生態学者の四手井

綱英（しでい つなひで）です。四手井は、

1960( 昭和 30) 年代前半に、奥山に対し

人の住む里（集落）の近くにあり、人が管

理する農用林を里山と呼ぼうと提案し、こ

の定義が広く使われるようになりました。

また、農用林だけではなく、隣接した水田

や畑地、用水、ため池、草地、集落等を含

めた景観を一体として里地里山と呼んでいます。里地里山は、燃料革命以前は、薪や炭等の燃料

の供給源として、また、堆肥づくり、キノコや山菜等の採取場所として、食糧生産の場として重

要な価値を持ち、地域環境の形成やそこに暮らす人々の生活を支えてきました。里地里山は、人

間の管理を受け、人と深く関わり合いながら形成されてきた二次的自然環境であり、伝統的な文

化を形成する基盤としての役割を果たしてきました。

里地・里山的環境
 ( 小川町の里地・里山 )

コラム

都市部に出没するハクビシン
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また、本県では、都市部を中心にヒートアイランド現象の原因である地表面の人工

被覆化と人工排熱の増加が進展しています。加えて、ほぼ全域が風の弱い内陸平野部

であることから夏場には高温化が顕著になります。地球温暖化の進展による異常気象

の増加とヒートアイランド現象があいまって夏場の著しい高温化が懸念されていま

す。

４ 県民の生物多様性の認知度  

本県では、県政への関心を高め、広く県政に参加していただくとともに、意見、要

望等の組織的、継続的な意向確認を行う埼玉県県政サポーターを設置しています。県

政の課題に関するアンケート調査に電子メールにより回答する県政サポーターアン

ケートを実施しています。 （平成 ）年 月に生物多様性に関する県政サポー

ターアンケート調査（対象 人、回答者 人、回答率 ％）を実施しま

した。生物多様性の言葉の認知度では、「言葉も意味も知っている ％」、「言葉

を聞いたことがあった ％」と、回答者の ％が「生物多様性の言葉を知っ

ている」という結果でした。

（平成 ）年 月に内閣府が行った環境問題に関する世論調査の結果では、「生

物多様性の言葉を知っている」が ％だったのに対し、県の調査結果では ％

と上回りましたが、「国家戦略」の数値目標である「生物の多様性の認知度 ％」に

は及びませんでした。

このように、県民の認知度は国の認知度と比較して高い傾向にあるものの、この傾

向を維持・増進していくために、より一層県民の生物多様性に対する理解を深めてい

く必要があります。

さらに、自然の恵みによって県民の暮らしが支えられていることから、「野生植物

を採ったり、傷つけたりしない。」、「野生動物にはエサを与えない。」、「野鳥のヒナを

拾わない。」、「殺虫剤や除草剤などの必要以上の使用を控える。」という一人一人の身

近な取組が生物多様性の保全につながるということを、啓発していくことが必要です。

 

「生物多様性」の社会への浸透  
年に愛知県名古屋市で開催された生物

多様性条約第 回締約国会議（ ）をき

っかけに、「生物多様性」に対する関心は高まり
ました。しかし、 年 月に内閣府が行っ
た世論調査での「生物多様性の言葉」の認知度

は、「言葉の意味を知っている ％」、「意味
は知らないが、言葉を知っている ％」と、
回答者の ％が言葉を知っているという結

果でした。これは、 １ 年 月の前回調査
％を下回る数字となっています。

本県では、 ）年 月に行った県政

サポーターアンケート調査では、「言葉も意味も
知っている ％」、「言葉を聞いたことがあっ
た ％」と、回答者のうち ％が言葉を

知っているという結果でした。
生物多様性に関する認知度は依然として高く

なく、生物多様性について理解を高めるため、

引き続き生物多様性の一層の周知が必要になり
ます。

第 回県政サポーターアンケート結果

（平成 年度埼玉県実施）
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埼玉県の生物多様性の認知度

　「生物多様性」の社会への浸透

　2010 年に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条
約第 10 回締約国会議 (CPO10) をきっかけに、「生物
多様性」に対する関心は高まりました。しかし、2014 
年 7 月に内閣府が行った世論調査での「生物多様性の言
葉」の認知度は、「言葉の意味を知っている 16.7%」、「意
味は知らないが、言葉を知っている 29.7%」と、 回答
者の 46.4% が言葉を知っているという結果でした。こ
れは、2012 年 6 月の前回調査 55.7% を下回る数字と
なっています。
　本県では、2015(H27) 年 6 月に行った県政サポーターアンケート調査では、「言葉も意味も 
知っている 33.6%」、「言葉を聞いたことがあった 36.7%」と、回答者のうち 70.3% が言葉を 
知っているという結果でした。
　生物多様性に関する認知度は依然として高くなく、生物多様性について理解を高めるため、 引
き続き生物多様性の一層の周知が必要になります。

コラム
埼玉県の生物多様性の認知度

言葉も意味も
知っていた

34％

言葉は聞いたことはあった
37％

全く知らなかった
29％


